
 再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニングの結果について 

 

１．再エネ導入目標の策定 

大豊町は、従来から地球温暖化問題に取り組んでおり、町民、事業者、町の全ての主体が一体となって

温室効果ガス排出の緩和策に取り組むと同時に、気候リスクを削減し、安心・安全で豊かな自然環境を 

未来につなぐための適応策を推進する計画として、令和 6年 1 月に「令和 5年度大豊町再生可能エネルギ

ー推進計画（区域施策編）」（以下、「推進計画」という。）を策定しました。表 1-1 に推進計画で策定した

大豊町の将来目標を示します。また、同年 3 月には、2050 年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目

指しつつ、再エネの活用等の脱炭素への取組を推進していくことを記した「大豊町ゼロカーボンシティ宣

言（大豊町長）」を表明しています。 

 

表 1-1 大豊町の将来目標 

 

 

 

２．ゾーニングの目的及び必要性 

ゾーニングは、策定した推進計画に掲げた目標達成に向け、大豊町の自然・社会条件に適した再エネ設

備の導入計画をより迅速に推進していくため、再エネ電源等を円滑に導入するための促進区域等を設定す

ることにより、事業者参入の障壁を低くするとともに、重要な動植物等の自然環境を保全することを目的

としています。そのため、将来大豊町の環境に大きな影響を与えないように、希少生物等の確認情報や環

境法令等を調べて、専門家や住民の皆さまのご意見を聴くこととしました。 

促進区域等の設定により円滑な再エネ導入が図られ、建設及び維持管理の各ステップでの地域経済の活

性化、雇用機会の増加による町外への若年層の流出防止、少子高齢化の防止等の効果が期待されます。 

また、保全区域の設定により、乱開発防止、重要な自然環境の保全、周辺住民の生活環境の保全、観光

資源の保全等の効果も期待されます。 

 

 

３．ゾーニングの方法 

対象とする再エネ種は、陸上風力、中小水力、地中熱、木質バイオマス及び太陽光の５種とし、ゾーニ

ングマップ作成は町全域を対象とし、エリア区分は「保全エリア、調整エリア及び促進エリア」の３種類

としています。図 3-1 にゾーニングのイメージを示します。 
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図 3-1 ゾーニングのイメージ 

 

促進エリア等の設定に当たっては、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域

脱炭素化促進事業編）」（令和７年 環境省）等を参考としました。 

ゾーニングに当たっては、国の環境保全に係る基準（促進区域設定に係る環境省令）に基づき、高知県

が定めた「高知県促進区域の設定に関する環境配慮基準」（令和５年 高知県）との整合が図れるよう、

県と協議しながら事業を進めました。さらに、ゾーニングマップの作成に当たっての意見聴取を行う

手段として、令和６年８月に設置した「大豊町脱炭素検討委員会（以下、委員会という。）」において再

エネ促進エリアの設定等について議論するとともに、住民アンケート及び意見聴取のための住民説明会を

行い、図 3-2 に示すフローで実施しました。 

 

 

図 3-2 ゾーニングの進め方 
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４．ゾーニングのための情報収集や各種調査等 

１）既存情報の収集 

大豊町が有する自然、景観、史跡等について環境保全の観点から保全すべき自然的条件、及び法令等

の規定に基づき指定された地域や施設等の社会的配慮の観点から考慮すべき社会的条件を踏まえた既存

情報について、「自然環境保全法に基づく指定地域」等 45 項目を収集しました。 

また、再生可能エネルギー発電設備等の設置にあたり経済的な影響を及ぼす可能性の有無という観点 

から、考慮すべき経済的条件を踏まえた既存情報について、「陸上風力導入ポテンシャル」等 7項目を収

集しました。 

 

２）自然環境調査 

自然環境調査は、「立川川（タジカワガワ）」及び「ゆとりすとパークおおとよ」の 2 か所において実施

しました。調査地点を図 4-1 に示します。 

立川川については、砂防堰堤等がなく自然が残されていること、水量が豊富であること等から選定しま

した。 

「ゆとりすとパークおおとよ」については、小型ではありますが既に風力発電があり、また、パーク近

辺の道路が広いため、風力発電所のリプレース等を考えた時に有効であることから選定しました。 

 

 

図 4-1 自然環境調査地点 
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調査場所毎の調査項目、調査方法及び調査時期を表 4-1 に示します。 

 

表 4-1 自然環境調査の項目・方法・時期 

 

 

 

  調査結果の概要を表 4-2 に示します。今回の調査は、簡易な調査でありましたが、表 4-2 に示すよう

に、合計 16 種の重要種が確認されました。 

表 4-2 自然環境調査結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）生活環境調査 

景観・人と自然との触れ合いの活動の場（以下、「人触れ」という。）について、調査時点では促進区域 

候補エリアを特定できないことから、大豊町内の観光資源や人触れの場について広範囲に地点を設定して 

現地調査し、写真撮影等を行いました。調査地点を図 4-2 に示します。 

 

 

 

 

 

 

調査場所 分類群 出現種数 重要種
哺乳類 2目2科2種 －
鳥類 6目17科24種 1種

爬虫類 1目4科6種 －
両生類 2目4科7種 2種
昆虫類 13目103科335種 7種
植物 2門29目49科103種 1種

底生動物 3網12目44科76種 4種
魚類 3目3科3種 1種

ゆとりすと
パークおお
とよ

立川川
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図 4-2 景観・人触れに関する調査地点 

 

 

４）重要な動植物等に関する意見聴取 

再エネ事業全般について、工事中及び供用後に重要な動植物等への影響が考えられるため、表 4-3 に

示す有識者に自然環境調査前・後で聴取り調査を実施しました。ヒアリング結果の概要を表 4-4 に示し

ます。 

 

表 4-3 有識者へのヒアリング（自然環境調査前・後） 
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表 4-4 有識者へのヒアリング結果概要（自然環境調査前・後） 

 

 

５）関係部局へのヒアリング 

関係部局へのヒアリングとして、現状の送電線の容量状況や再エネを利用した電源の開発導入に関わる 

知見について、委員会開催時に、電気事業者の委員に対して個別に聞き取りしました。また、実際の再エ

ネ利用設備の導入事例として風力発電等の建設に関わる知見について、実績のある建設会社の委員に対し

て同様に聞き取りしました。 

令和7年2月13日には、高知県 林業振興・環境部 環境計画推進課を訪問し、風力発電所等のゾーニン 

グで促進区域の設定に支障となっている高知県基準について意見交換を行いました。 

風力発電所は山間部の尾根沿いに設置されるため、保安林等にまたがることがあります。そのため、高 

知県基準の対象である保安林の一部を解除できるか協議した結果、促進区域の設定のために保安林を解除 

することはできませんが、「保安林が解除された場合に促進区域とする」という条件付きでゾーニングを設 

定することは可能だとの回答を得ています。 

 

６）住民からの意見聴取 

①広報「ゆとりすと」へのコラム発信 

住民の意見を聴くため、情報発信手段として大豊町広報「ゆとりすと」にコラム“わたしたちのゼロ・ 

カーボン！”を約 2ケ月に 1回の頻度で、令和 6年度に 3回、令和 7年度に 5 回の合計 8回掲載しました。

図 4-3 は第１回として令和 6年 10 月に掲載したコラムです。 

第 7回のコラムでゾーニングの概要説明と本件に対する住民意見の募集案内を掲載した結果、合計 21 件 

の意見が寄せられました。その内、ゾーニング方法等に対する意見は 11 件、再エネ導入そのものに反対す

る意見が 10 件でありました。それらのうち、特徴的な意見を表 4-5 に示します。なお、この 2つの意見に

対する町の見解については、次項の住民説明会で説明しています。 
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図 4-3 大豊町広報「ゆとりすと」掲載コラム（令和 6 年 10 月号） 

 

表 4-5 ゾーニング方法等に対する住民意見と大豊町の見解（概要） 

 

 

 

 ②住民説明会の実施 

前述の第 8 回のコラムに、住民説明会の開催案内ならびに作成したゾーニングマップ案を掲載した上で、 

大豊町が取組んでいる再エネゾーニングについての住民説明会を 2 回実施（令和 7 年 12 月 20 日・22 日） 

しました。 

  説明会では、大豊町における地球温暖化対策への取組、ゾーニングの目的、ヒアリング調査結果ならび 

にゾーニングマップ案等について説明し、質疑応答を実施しました。 

 質疑応答の結果（抜粋）を表 4-6 に示します。 
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表 4-6 住民説明会における質疑応答（抜粋） 

 

 

７）委員会の開催 

  ゾーニングマップの作成開始段階、作成途中段階、ゾーニングマップ案が作成された段階等で計 5回の

委員会を実施しました。表 4-7 に委員会での委員の方々からの意見（抜粋）を示します。 

表 4-7 大豊町脱炭素検討委員会における意見（抜粋） 

 

 

 

５．ゾーニングマップの作成 

１）作成手順 

ゾーニングマップは、町全域を対象とし、発電等に利用する再生可能エネルギー種毎に、自然条件、社

会条件、経済条件を踏まえた既存情報、委員会、有識者等の関係者及び地域住民の意見を基にＧＩＳソフ

トを用いてレイヤーを作り、それらを重ね合わせて作成しました。 
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２）既存情報におけるエリア区分の考え方 

①保全すべき自然条件及び考慮すべき社会条件 

保全すべき自然条件及び考慮すべき社会条件を踏まえた既存情報におけるエリア区分の考え方を 

表 5-1 に、また、この考え方に基づく再エネ種毎のエリア区分を表 5-2(1)～(2)に示します。 

 

表 5-1 保全すべき自然条件及び考慮すべき社会条件を踏まえた 

既存情報におけるエリア区分の考え方 

エリア 考え方 

保全 

【法令上の指定地（自然環境、防災関係など）】 

 自然公園地域（特別保護地区、第１種特別地域、第２種特別地域、 

第３種特別地域、普通地域） 

国指定鳥獣保護区（特別保護地区） 

生息地等保護区（管理地区、監視地区） など 

【上記以外で環境保全を優先すべき条件】 

 学校、病院等＜陸上風力、中小水力、地中熱、木質バイオマス＞ 

保安林＜太陽光＞ 

地域森林計画の民有林＜太陽光＞ 

特定植物群落 

傾斜度＜地中熱、木質バイオマス、太陽光＞など 

調整 

【法令上の指定地（自然環境、防災関係など）】 

 鳥獣保護区（特別保護地区） 

砂防指定地 

地すべり防止区域 

急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

山地災害危険区域 など 

【上記以外で特に調整が必要な条件】 

 学校、病院等＜太陽光＞ 

保安林＜陸上風力、中小水力、地中熱、木質バイオマス＞ 

地域森林計画の民有林＜陸上風力、中小水力、地中熱、木質バイオ 

マス＞ 

傾斜度＜陸上風力＞ など 

促進 

または 

空白 

法令上の指定地や保全・調整すべき対象施設等がないエリアであり、促進

エリアまたは検討対象とならない空白のエリア 
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表 5-2(1)  保全すべき自然条件及び考慮すべき社会条件を踏まえた 

既存情報に関する再エネ種毎のエリア区分
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表 5-2(2)  保全すべき自然条件及び考慮すべき社会条件を踏まえた 

既存情報に関する再エネ種毎のエリア区分 

 

 

②考慮すべき経済条件 

考慮すべき経済的条件を踏まえた既存情報に関する再エネ種毎のエリア区分を表 5-3 に示します。 

 

表 5-3 考慮すべき経済条件を踏まえた既存情報に関する再エネ種毎のエリア区分 
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６．ゾーニングマップ 

これまでに示した手順や考え方に従って、陸上風力、中小水力、地中熱、木質バイオマス及び太陽光の 

全ての再エネ種毎にゾーニングマップを作成しました。 

具体的には、まず「保全すべき自然条件及び考慮すべき社会条件を踏まえた既存情報におけるエリア区 

分の考え方」に基づきゾーニングマップを作成し、保全エリア、調整エリア、促進エリア（空白エリア）

に色分けしました。 

しかし、住民への意見聴取の結果、本町内には自然保護の観点等から再エネ導入そのものに反対する意 

見が多いことから、国や高知県の判断基準だけに基づき促進エリアを設定することは好ましくないと考え、

既存の再エネ設備が導入されているエリア、大豊町脱炭素検討委員会で意見のあったエリア及び大豊町の

所有地について可能な限り「促進区域候補エリア」を設定しました。 

なお、この「促進区域候補エリア」には、高知県基準で「促進区域に含まれることが適切でないと認め 

られる区域」が含まれている場合があるため、ゾーニングマップには、「高知県環境配慮基準の適用を除外 

した上で促進区域とする。」との但し書きを添えています。 
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図 6-1 陸上風力ゾーニングマップ 

１）陸上風力 

陸上風力のゾーニングマップを図 6-1 に示します。陸上風力では、既存の風力発電設備が設置されて

いる「ゆとりすとパークおおとよ」を促進区域候補エリアに設定しました。 

  

注：促進区域候補エリアについては高知県環境配慮基準の適用を除外した上で促進区域とする。 
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図 6-1 陸上風力ゾーニングマップ 

図 6-2 中小水力ゾーニングマップ 

２）中小水力 

中小水力のゾーニングマップを図 6-2 に示します。中小水力では促進エリアがなく、また、適切な候 

補地点が存在しないため、促進区域候補エリアは設定していません。 
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図 6-3 地中熱ゾーニングマップ 

 ３）地中熱 

地中熱のゾーニングマップを図 6-3 に示します。地中熱では、「ゆとりすとパークおおとよ」、町内

製材所及び大豊町が所有する土地の一部を促進区域候補エリアに設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：促進区域候補エリアについては高知県環境配慮基準の適用を除外した上で促進区域とする。 
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図 6-4 木質バイオマスゾーニングマップ 

 ４）木質バイオマス 

木質バイオマスのゾーニングマップを図 6-4 に示します。木質バイオマスでは、町内製材所及び大

豊町が所有する土地の一部を促進区域候補エリアに設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：促進区域候補エリアについては高知県環境配慮基準の適用を除外した上で促進区域とする。 
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図 6-5 太陽光ゾーニングマップ 

 ５）太陽光 

   太陽光のゾーニングマップを図 6-5 に示します。太陽光では、適切な候補地点が存在しないため、

促進区域候補エリアは設定していません。 
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７．地域環境保全のための取組み（ゾーニングにおける環境配慮事項） 

ゾーニングを行った各再エネ種について、地域環境保全のための取り組みとして、環境配慮事項の検

討を行いました。 

表 7-1 に環境配慮事項（一部抜粋）を示します。 

 

表 7-1 環境配慮事項（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

項目 配慮事項 

陸上風力発電 

事業計画を具体化する段階で、有識者へのヒアリングや現地調査を実

施したうえで、事業による影響の程度を予測・評価し、影響の回避・低

減を検討すること。 

また、事業計画地およびその周辺にクマタカのような重要な鳥類（猛

禽類）やコウモリ類が生息する場合、バードストライク、バットストラ

イクによる個体数の減少等が発生する恐れが考えられるため、利用環境

や営巣場所も含めた詳細な現地調査を行うこと。また、サシバ・ハチク

マ等渡りを行う鳥類の移動阻害の可能性についても事前調査が必要であ

る。 

昆虫類については、多くの重要種が生息していることから、特に入念

な調査を実施すること。 

事業の実施に伴い植栽等を行う場合は、立地場所周辺の自然環境の状

況を踏まえ、できる限りその地域の在来種を採用し、安易に外来種を用

いることのないよう配慮すること。 

地中熱利用 

オープンループ方式の場合、熱利用した水を還元することが基本であ

るが、熱利用後の水を下水道や公共用水域等へ放流し、放流先の水質基

準を超える可能性がある場合は、基準値を遵守するよう処理を行うこと｡ 

木質バイオ 

マス利用 

発電設備等の設置、稼動及び工事車両や燃料運搬車両等の走行によ

り生じる動物、植物及び生態系への影響の低減を図ること。 

また、発電設備等の設置場所に施設跡地等を採用する等、新たな地

形改変や植生改変を行わないよう配慮すること。 

事業の実施に伴い植栽等を行う場合は、立地場所周辺の自然環境の

状況を踏まえ、できる限りその地域の在来種を採用し、安易に外来種

を用いることのないよう配慮する必要がある。 
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